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序　　　　　文

紛争終結後の国に対する協力事業が増えつつある中、平和構築に関連する案件について評価の

視点を再考すべきとする議論がある。紛争後の地域における制約や援助実施上のリスクを勘案す

る必要性があるとともに、緊急的な対応が求められる状況において、プロジェクト終了後の自立

発展性の考え方に柔軟性が求められる等の特色があるためである。

本プロジェクトでは、長年にわたるフツ族対ツチ族の内戦および1994年の大虐殺やその後の

コンゴ民主共和国（DRC）等との紛争を経験したルワンダ共和国において、肥大化したルワンダ

愛国軍の縮小と民兵の動員解除と帰還の推進を行う過程で、障害を持つ除隊兵士の社会復帰を促

進する支援が実施されていないことに着目した。平和構築を明確に打ち出してはいないが、プロ

ジェクトの上位目標として「障害を持つ除隊兵士の経済的・社会的自立の促進」を掲げており、

これは、障害を持つ除隊兵士がコミュニティに受容され、社会参加することなしには達成できな

いことから、紛争後の地域における平和構築を意図した案件と位置づけられる。

今回の中間評価では、評価５項目に基づく評価を実施したが、平和構築案件としての本プロジ

ェクトの特色に留意し、特にインパクトや提言において平和構築の視点を盛り込んでいる。本調

査報告書は、今後のプロジェクトの展開のみならず、類似の事業の形成や評価にも有益な内容と

なっており、広く活用されることを願うものである。

ここに、本調査にご協力をいただいた内外関係者の方々に深い感謝の意を表するとともに、引

き続き一層のご支援をお願いする次第である。

平成19年12月10日

独立行政法人国際協力機構

人間開発部長　西脇　英隆
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協力対象地域地図

① ルワンダ動員解除・社会復帰委員会（RDRC）

② Amizero Training Centre（ATC）

③ Association Generale des Handicapes du Rwanda

④ CFJ Gakoni

⑤ CFJ Kibali

⑥ CFJ Nyanza

⑦ CFJ Rwabuye

⑧ HVP Gatagara

⑨ Gako Organic Farming Training Centre

⑩ Union Rwandaise des Aveugles

⑪ Rwanda Network Computer 



略語一覧

AG Armed Group 武装グループ、民兵

AGHR Association Générale des Handicapés du Rwanda ルワンダ障害者市民団体

ATC Amizero Training Centre アミゼロ訓練センター

CFJ Centre de Formation des Jeunes 青年職業訓練センター

DDR Disarmament, Demobilization and Reintegration 武装解除、動員解除、除隊兵士の社会復帰

DRO District Reintegration Officer 県社会復帰担当官

FAR Force Armée Rwandaise 旧政府軍

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構

MDRP
Multi-country Demobilization and Reintegration 大湖地域における動員解除と
Program 社会復帰プログラム

MIFOTRA Ministry of Public Service and Labour 公共事業・労働省

MINALOC Ministry of Local Government, Good Governance, 地方自治・コミュニティ開発・
Community Development and Social Affairs 社会福祉省

MINEDUC Ministry of Education 教育省

MINICOM
Ministry of Commerce, Industry, Investment 

商業省
Promotion, Tourism and Cooperatives

MONUC United Nations Organization Mission to Congo 国連コンゴミッション機構

PDM Project Design Matrix プロジェクトデザインマトリックス

PO Plan of Operation 活動計画

PPMEO Provincial Program Monitoring and Evaluation Officer 州プログラムモニタリング・評価担当官

RDF Rwanda Defence Forces ルワンダ国軍

RDRC Rwanda Demobilization and Reintegration Commission ルワンダ動員解除・社会復帰委員会

RDRP Rwanda Demobilization and Reintegration Programme ルワンダ動員解除・社会復帰プログラム

RPA Rwanda Patriotic Army ルワンダ愛国軍

RPF Rwanda Patriotic Front ルワンダ愛国戦線

RWDA Rwanda Workforce Development Authority （日本語呼称未定）

STC Skills Training Centre 技能訓練センター

TOT Training of trainers 講師に対する研修

TVET Technical and Vocational Education and Training 産業技術教育・職業訓練

VSW Vulnerability Support Window 除隊兵士社会的弱者基金

URA Union Rwandaise des Aveugles ルワンダ視覚障害者連合



バリアフリー化工事
（Gako Organic Farming Training Centre）

溶接の訓練（CFJ Nyanza）

一般の視覚障害者と共に学ぶ除隊兵士
（URA：ルワンダ視覚障害者連合）

レンガ積みの訓練（CFJ Nyanza）



CFI Rwabuyeでの
意見交換

Gako Organic Farming
Training Centreで有機栽
培に関する訓練を受ける
除隊兵士

協同組合（出自の異な
る除隊兵士と民間人か
ら成る）を設立して仕
立て屋を営む技能訓練
センター卒業生



2．協力の背景と概要

ルワンダにおいては、長年にわたるフツ族対ツチ族の内戦および1994年の大虐殺やその後のコンゴ
民主共和国（DRC）等近隣国との紛争後、肥大化したルワンダ愛国軍（RPA、2002年以降ルワンダ国
軍:RDF）の適正規模までの縮小と、DRCに流出した民兵（Armed Group: AG）の動員解除と帰還の
推進は、政治・治安・経済的な側面からの喫緊の課題であった。
この問題に対応するため、ルワンダ政府は「ルワンダ動員解除・除隊兵士社会復帰委員会（Rwanda
Demobilization and Reintegration Commission: RDRC）」を設置し、97年にルワンダ動員解除・除隊
兵士社会復帰プログラム（Rwanda Demobilization and Reintegration Program: RDRP）を開始した。
RDRPにおいて、2004年末までにRPA/RDF兵士のみならず、94年以前の旧政府軍の兵士（ex-FAR）、
DRCで活動していた民兵（ex-AG）の３つのグループの計33,945名が除隊された（2007年9月末現在
の除隊人数合計は39,723名）。
この中には障害を持つ元兵士が多く含まれているが、RDRPにおけるこれらの障害者に対する支援
は、医療支援およびリハビリテーション器具の支給に限定されており、社会復帰を促進する技能訓練
支援は含まれていない。また、ルワンダにおいて、障害者に対する技能訓練を専門的に実施している
機関は限定されており、障害を持つ除隊兵士を社会的、経済的にコミュニティに統合していくための
制約は大きい。なお、2005年にRDRCが実施した障害を持つ除隊兵士についての調査によると、身体
障害を持つ除隊兵士のうち、約58％が無職である。
これら障害を持つ除隊兵士の社会的・経済的なコミュニティへの復帰を支援するため、本プロジェ
クトにより、非障害者や除隊兵士以外の市民と共に技能訓練を受ける機会を提供することとした。ま
た、技能訓練センターの施設のバリアフリー化や講師に対するトレーニングを通じ、技能訓練センタ
ーにおける障害者受入能力が強化されることも本プロジェクトの成果の1つと位置づけている。さら
に、技能訓練センターや障害を持つ除隊兵士に関する情報の収集・分析を行い、これらの活動を通じ
て、障害を持つ除隊兵士がコミュニティに復帰するための経験・知識がルワンダ動員解除・社会復帰
委員会（RDRC)および技能訓練センターにおいて蓄積・共有されることを目標としている。
なお、本プロジェクトは元RPA/RDF兵士、元旧政府軍兵士（ex-FAR）、元民兵（ex-AG）を対象
としており、近年ではこのような場合に「除隊兵士（demobilized soldiers）」よりも「元戦闘員（ex-
combatants）」という呼称を用いるのが一般的となってきているが、本プロジェクトでは、プロジェク
ト開始当初にルワンダ政府や世界銀行等の関係ドナーが用いていた「除隊兵士」を使用している。

３．協力内容

（1）上位目標
関係機関の協力により障害を持つ除隊兵士の経済的・社会的自立が促進される。
→中間評価調査の結果、以下のとおり改訂：障害を持つ除隊兵士の技能訓練を所掌する政府機

関および技能訓練センターの協力により障害を持つ除隊兵士の経済的・社会的自立が促進される。

（2）プロジェクト目標
技能訓練を通じ、障害を持つ除隊兵士がコミュニティに復帰するための経験・知識が蓄積され、

評価結果要約表

1．案件の概要

国名：ルワンダ共和国 案件名：障害を持つ除隊兵士の社会復帰のための訓練

プロジェクト

分野：社会福祉 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：人間開発部　第二グループ（高等・ 協力金額：約1.6億円

技術教育）社会保障チーム 相手国実施機関：ルワンダ動員解除・社会復帰委員会

協力期間 R/D署名：2005年12月26日 日本側協力機関：

プロジェクト期間：3年間 他の関連協力：



関係機関と共有される。
→中間評価調査の結果、以下のとおり改訂：技能訓練を通じ、障害を持つ除隊兵士がコミュニテ
ィに復帰するための経験・知識がルワンダ動員解除・社会復帰委員会（RDRC)および技能訓練セ
ンターにおいて蓄積・共有される。

（3）成果（アウトプット）
成果-1:技能訓練センターにおける障害者受け入れ能力が強化される。
成果-2:障害を持つ除隊兵士が技能を修得する。
成果-3:技能訓練センターおよび障害を持つ除隊兵士に関する情報を蓄積するシステムが構築される。
→中間評価調査の結果、以下のとおり改訂：障害を持つ除隊兵士のための技能訓練の改善のため
に、技能訓練センターおよび障害を持つ除隊兵士に関する情報を蓄積・分析・活用するシステム
が構築される。

（4）投入
［日本側］
-長期専門家　１名（業務調整）
-短期専門家　近隣国からのトレーナーズ・トレーニング講師
-プロジェクト活動経費
-技能訓練センターのバリアフリー化改修
［相手国側］
-カウンターパート
-ToTのための施設
-事務所、JICA専門家執務室、会議室
-事務機材、機材の維持費と機材関連消耗品

４．評価調査団の概要

担当 氏名 所属

調査者 総括 辰見石夫 JICAルワンダ駐在員

除隊兵士支援 小向絵理 JICA国際協力専門員（平和構築）

協力企画 合澤栄美 JICA人間開発部社会保障チーム

評価分析 芹澤明美 グローバル・リンク・マネジメント

調査期間 2007年10月20日～11月8日 評価の種類：中間評価

5．評価結果の概要

5－1. 実績の確認
（1）成果の達成度

いずれの成果もプロジェクト終了までに達成される見込みが高い。

成果１「技能訓練センターにおける障害者受け入れ能力が強化される。」
プロジェクトに協力している10校の技能訓練センターのうち、6校がすでにバリアフリー化済
みであり、目標（７校）のバリアフリー化の達成見込みは高い。障害者受け入れ能力強化のため
のトレーナーズ・トレーニング参加者数（174名）もすでに目標（60名）を越えている。
なお、10校のうち、4校がプロジェクト開始前に独自にバリアフリー化を実施していたことか
ら、残りの6校（うち2校はプロジェクトによりバリアフリー化工事済み）を本プロジェクトによ
りバリアフリー化することと指標を変更した（変更後の指標：6つの技能訓練センターが本プロジ
ェクトによりバリアフリー化される。）
成果2「障害を持つ除隊兵士が技能を修得する。」
2007年9月末までに、約600名の障害を持つ除隊兵士が技能訓練を受講した。過去の訓練生の修
了率は93％となっており、今後卒業生の目標数（800名）も達成される見込みが高い。また、卒
業生のうち習得した技能を活用した経験がある者の割合が68％となっている。



成果３「技能訓練センターおよび障害を持つ除隊兵士に関する情報を蓄積するシステムが構築さ
れる。」→中間評価調査の結果、以下のとおり改訂：「障害を持つ除隊兵士のための技能訓練の改
善のために、技能訓練センターおよび障害を持つ除隊兵士に関する情報を蓄積・分析・活用する
システムが構築される。」
情報をとりまとめたデータベースが作成された。現在のところRDRCの解体もしくは機能縮小
後に障害を持つ除隊兵士の技能訓練を一義的に担当する機関が特定されていないが、プロジェク
ト終了後にはその機関がデータベースを活用し、情報の蓄積やアップデートを実施できるよう、
残りのプロジェクト期間にJICA専門家（現在のデータベースは専門家が主体となって作成）から
のノウハウの移転が必要である。

（2）プロジェクト目標
技能訓練を通じ、障害を持つ除隊兵士がコミュニティに復帰するための経験・知識が蓄積され、
関係機関と共有される。
→中間評価調査の結果、以下のとおり改訂：技能訓練を通じ、障害を持つ除隊兵士がコミュニテ
ィに復帰するための経験・知識がルワンダ動員解除・社会復帰委員会（RDRC）および技能訓練
センターにおいて蓄積・共有される。
プロジェクト終了までに達成される見込みが高い。障害を持つ除隊兵士を対象にした技能訓練
の方法およびバリアフリー化工事の方法は、技能訓練センターや関係機関の協力を得てプロジェ
クトに経験・知識が蓄積されている。プロジェクト終了までにその経験をマニュアルとして取り
まとめ、障害を持つ除隊兵士の技能訓練に関係する機関と共有する予定である。
なお、評価前のPDMでは、プロジェクト目標を「…経験・知識が蓄積され、関係機関（RDRC、

教育省、地方自治・グッドガバナンス・コミュニティ開発・社会福祉省）と共有される」として
いたが、本プロジェクト終了後に障害を持つ除隊兵士の技能訓練を担当する関係機関が評価時に
おいて変更されていたほか、最終的な体制が不明確であることから、本プロジェクトにおいては
RDRCと技能訓練センターの強化を目標とすることとし、プロジェクト目標を変更した。

（3）上位目標
関係機関の協力により障害を持つ除隊兵士の経済的・社会的自立が促進される。
→中間評価調査の結果、以下のとおり改訂：障害を持つ除隊兵士の技能訓練を所掌する政府機関
および技能訓練センターの協力により障害を持つ除隊兵士の経済的・社会的自立が促進される。
上位目標が達成できるかどうかは、プロジェクトが終了した後、障害を持つ除隊兵士の経済
的・社会的自立を支援する仕組みが中央政府レベルで構築されるか、それが機能するかに左右さ
れる。RDRP（Stage II）による支援が2008年12月に終了した後のRDRCの規模や具体的な業務
内容はいまだ確定しておらず、障害を持つ除隊兵士の技能訓練が業務内容に含まれるかどうかも
未定である。2007年に発布した「障害を持つ除隊兵士法」によると、地方自治・グッドガバナン
ス・コミュニティ開発・社会福祉省の下に障害を持つ除隊兵士を支援する機関が設立される予定
であるが、その業務内容の詳細は、障害を持つ除隊兵士の技能訓練が含まれるかどうかも含め、
未定である。
上位目標の指標データを入手するための仕組みはいまだ確立していないものの、本プロジェク
トの現在までの経験では、技能訓練によって障害を持つ除隊兵士の就業状況および社会参加状況
がある程度改善されたといえる
なお、将来的な体制が不明である状況に鑑み、上位目標の文言を変更することとした。

5－２. 評価結果の要約
（1）妥当性：高い

障害を持つ除隊兵士のニーズおよび平和構築の一環として彼らの社会復帰を重要課題とするル
ワンダ国・社会のニーズに照らして、本プロジェクトの妥当性は高い。
RDRP（Stage II）は、除隊兵士の社会復帰を促す目的で収入向上事業への支援や技能訓練の実
施をしているが、結果として障害を持つ除隊兵士は技能訓練にアクセスできていない。 本プロジ
ェクトは彼らに技能訓練の機会を提供し、経済的な自立のための選択肢を増やすだけではなく、
彼らが訓練を通じて一般市民や他出自の除隊兵士と交流を深めることで、 紛争後の平和構築にも
資するものである。



障害者支援に関しては、ルワンダ政府が2007年に「障害者法」と「障害を持つ除隊兵士法」の
2つの法律を新たに制定した。本プロジェクトは、技能訓練センターのバリアフリー化工事や、障
害者の技能訓練についてのトレーナーズ・トレーニングを実施することで技能訓練センターの障
害者受け入れ能力強化を目指しており、障害者一般のニーズにも応えている。
日本政府が提唱する「人間の安全保障」の概念および紛争後の平和構築支援の方向性と本プロ
ジェクトは整合している。また、JICAの対ルワンダ協力事業の中で、本件は平和構築に直接貢献
する事業として位置づけられている。

（2）有効性：高い
プロジェクト目標の達成に向けて順調に進捗していること、技能訓練センターがカリキュラム
開発や施設のバリアフリー化工事の経験に加え、講師の考え方・態度等も含めて、障害者のため
の技能訓練を行う能力を強化したこと、中央政府のレベルでRDRCとJICAが協同して、障害を持
つ除隊兵士の技能訓練事業プロセス全体のノウハウを蓄積してきたことから、有効性は高い。

（3）効率性：高い
本プロジェクトは、技能訓練センター、訓練講師、カリキュラム等、既存のものを利用しなが
ら活動を進めることで予定された「成果」を達成しつつあり、効率性が高い。障害を持つ除隊兵
士の技能訓練の実績は、目標に対して量的・質的に満足できるものといえる。現在までに目標の
75％にあたる約600名が受講済みである。訓練生の修了率が93%と高いこと、習得した技能を使っ
た経験のある修了生の割合が68%であることは、投入が効率的に使用されたことを示している。

（4）インパクト：正のインパクトが発現している
上位目標である「障害を持つ除隊兵士の経済的・社会的自立が促進される」の一部をプロジェ
クトは達成しつつある。技能訓練によって、障害を持つ除隊兵士の経済的・社会的参加が促進さ
れていることが確認された。
正のインパクトとして、技能訓練センター等プロジェクト関係者が、障害を持つ除隊兵士およ
び、障害者一般に対する理解を深めたことが確認された。また、技能訓練を通じて一般市民（障
害の有無にかかわらず）や他の出自の除隊兵士と知り合い、協同組合を一緒に立ち上げる例も見
られるなど、一般市民との協働や除隊兵士間で出自の違う3グループ（Ex-RPF/RDF, Ex-FAR,
Ex-AG）の融和にも貢献したことが挙げられる。

（5）自立発展性：技術面の自立発展性は高いが、財政面の自立発展性を高めるための取り組みが必要。
技能訓練センターにおいて本プロジェクトを通じて習得した技術面での知識を活用するという
点について自立発展性は高い。他方、障害を持つ除隊兵士に対する技能訓練にかかる経費は本プ
ロジェクトにより賄われているため、継続して技能訓練を実施するためには、資金源の確保が必
要である。
中央レベルにおいては、RDRCの2008年以降の具体的な業務内容が現段階では確定していない。

除隊兵士の技能訓練をどの機関が監督するのかも未定だが、自立発展性を確保する仕組みづくり
をその機関が行う必要がある。

5－３. 効果発現に貢献した要因
プロジェクトの実施プロセスにおいてRDRCとJICAは、障害を持つ除隊兵士の技能訓練に関係す
るその他機関と協力してきた。プロジェクト関係者（JICA専門家、RDRC職員）がこまめに技能訓
練センターや卒業生を訪れて意見交換を行い、その結果をプロジェクト活動の改善に活かしてきた。

5－4. 問題点および問題を惹起した要因
RDRCが時限的な機関であること、障害を持つ除隊兵士の技能訓練に関わる機関が複数のセクタ
ーにわたっていることから、プロジェクト後の持続性を見据えての体制・関係構築が容易でない。
プロジェクトは各機関と協力・連携を行ってきたが、RDRCの解体あるいは規模縮小後、障害を持
つ除隊兵士の技能訓練をどの機関が一義的に担当するのか未定であり、技能訓練センターの管轄も
教育省から公共事業・労働省に移管された（2007年8月）。プロジェクト期間中は、RDRCと技能訓
練センターを一義的なカウンターパートとして活動しつつ、他機関との連携をさらに強化していく



ことが求められる。

5－5. 結論
本プロジェクトは、プロジェクト終了時までに所期の目標を達成する見込みが高い。評価5項目の
観点（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）からも、好ましい結果が出ている。
2008年12月にプロジェクトが終了した後も障害を持つ除隊兵士の技能訓練を継続していくために、
中央政府レベルで、資金の確保・配分を含めたその実施体制を整備することが求められる。

6．提言

6－1. 残りのプロジェクト期間における活動への提言
（1）RDRCとJICA から関係機関に対し、プロジェクトの内容や成果について情報提供を行う。ま

た、各関係機関からも関連の団体等の情報共有を図る。
（ア）公共事業・労働省と協力技能訓練センターからは、他の技能訓練センターに情報を提供する。
（イ）公共事業・労働省は、障害者の雇用にかかる小委員会を通じて、本プロジェクトに関する情

報共有を図る。
（ウ）地方自治・グッドガバナンス・コミュニティ開発・社会福祉省は、障害者団体に情報を提供

する。
（エ）RDRP 参加ドナーに対し情報を提供する。

（2）RDRCは、プロジェクト終了後を見据え、今まで以上にプロジェクト活動に積極的に関与し、
蓄積されたノウハウを吸収していく。

（3）RDRCとJICAは、プロジェクト終了後にもその成果が維持されるような仕組みを確保するため、
2008年3月を目処に出口戦略を策定する。RDRCは、中央レベルで除隊兵士の技能訓練を支援す
る仕組みを確保し、RDRCの機能・業務内容に変更があった際には速やかにJICAに通知する。

（4）プロジェクトにおける関連機関との連携をさらに強化していく。技能訓練センターにおいて、
商業省と協力して協同組合に関するセミナーを開催する等の取り組みが開始されているが、こ
のような取り組みをさらに強化していく。

（5）プロジェクトは、現在は障害を持つ除隊兵士の中で慢性疾患を持つ者を訓練対象から除外して
いるが、学んだ技能を活用できる見込みが高い場合は、慢性疾患を持つ者も受け入れることを
検討する。

（6）公共事業・労働省と技能訓練センターは、卒業生のフォローアップ調査を定期的に実施する仕
組みを作る。

（7）JICAは、本プロジェクトの経験を他国・他地域の同様の事業に活かすため、内部での広報活動
を活発に行う。

6－2. プロジェクト終了後の協力の方向性に関する提言
（1）RDRC、地方自治・グッドガバナンス・コミュニティ開発・社会福祉省および公共事業・労働

省は、障害を持つ除隊兵士の技能訓練の資金を確保するため、Vulnerable Support Window
（社会的弱者の支援基金）や地方政府の資金、他の援助機関等パートナーからの資金を調達する
努力をすることが望ましい。

（2）ルワンダ政府とJICAは、障害者一般に対する協力の可能性を検討することが望ましい。

7．教訓（他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管理に参考となる事柄）

障害者を含む除隊兵士の支援に関する教訓
（1）武装解除、動員解除、除隊兵士の社会復帰（Disarmament, Demobilization and Reintegration:

DDR）の実施プロセスにおいて、その支援事業を行う際、他の取り組みとの連携や対象者のニ
ーズへの迅速な対応の必要性の観点から、タイミングはきわめて重要であり、時機を逸さない
で支援を行うことにより、支援の効果を向上させることができる。

（2）除隊兵士を対象とした支援を行う場合、出自の異なるグループが平等に裨益するように配慮す
ることが必要である。本プロジェクトにおいては、当初キガリと東部の技能訓練センターのみ
と協力していたため、特にEx-AGの直接裨益者の割合が低いという点がRDRCからも指摘され
ていた。今年に入って、北部州のCFJ Kibaliにおいて協力を開始するとともに、キガリのGako



有機農業研修センターにおいて西部州除隊兵士に対して研修を開始したことから、当該事業にお
ける直接裨益者の割合（Ex-RPA/RDF、Ex-FAR、Ex-AG＝78％、15％、7％）は、障害を持つ
除隊兵士全体における3グループの割合（80％、13％、7％）とほぼ同等となった。

（3）ルワンダ政府からの要請は当初、障害を持つ除隊兵士のための技能訓練センターを新たに設立す
ることであったが、本プロジェクトでは既存の技能訓練センターを活用することとした。このよ
うに既存の機関を活用することにより、迅速に活動を開始できたという利点がある。また、自立
発展性の観点からも、このアプローチが適当であった。

（4）障害を持つ除隊兵士に対する技能訓練に関し、技能訓練受講後に収入が短期的に増加していない
場合にも、技能訓練センターにおける訓練に障害を持つ除隊兵士が参加することが、一般市民や
他の出自の除隊兵士との交流の機会となり、彼らの社会復帰の促進に貢献するという意義や、障
害者に対する関係者の意識が向上するという意義があると考えられる。

（5）本プロジェクトは、技能訓練センターのバリアフリー化、障害者への技能訓練にかかるトレーナ
ーズ・トレーニング等、一般障害者の技能訓練へ門戸を開く契機となるような活動も含んでいる。
紛争後の社会には、概して多くの障害者が存在するが、データや支援のための体制・資金が整備
されていない状況で支援に着手するのは容易ではなく、除隊兵士のように一定程度支援環境が整
備されているところから協力を行い、これを一般障害者支援にも活用していくというアプローチ
は有効と考えられる。

（6）障害を持つ除隊兵士は心身はもちろんのこと、社会経済的にも多くの問題を抱えていることが多
い。また、技能訓練センターも除隊兵士や障害者を受け入れることに慣れていない。本プロジェ
クトにおいては、訓練中、訓練後にプロジェクト関係者が技能訓練センターや卒業生の職場に頻
繁に足を運び、タイムリーに個別の問題に対応するような実施体制をとっており、これは非常に
有効であった。
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第１章　調査の概要

１－１　調査団派遣の経緯

本プロジェクトは2005年12月から3年間の計画で実施中である。2007年2月に運営指導調査を

実施し、活動の進捗状況と課題を確認するとともに、プロジェクトの方向性・実施方針について

ルワンダ側関係者と協議し、その結果をプロジェクト･デザイン･マトリックス（Project Design

Matrix: PDM）と活動計画（Plan of Operations : PO）に反映させた。

同運営指導調査団による主要な提言は以下のとおり。

（1）技能訓練の提供にとどまらず、その結果として障害を持つ除隊兵士の就業および生活向上

に寄与する協力を行う。

（2）持続性の観点から、時限的機関であるルワンダ動員解除・社会復帰委員会（RDRC）のみ

ならず、関係省庁【障害者支援を管轄する地方自治・グッドガバナンス・コミュニティ開

発・社会福祉省（MINALOC）、障害児教育を管轄する教育省（MINEDUC）、技能訓練を管

轄する公共事業・労働省(MIFOTRA)】、技能訓練センター（STC）との緊密な関係構築を促

進する。

（3）訓練施設のバリアフリー化などを通じ、一般障害者への裨益を一層意識した協力を進め

る。

（4）訓練を実施している6箇所のSTCの場所がキガリ市、東部州に偏っているため、体制や状

況を見極めつつ、北部州、西部州、南部州においても訓練を実施するSTCを発掘する。

上記提言をふまえ、残すところ約1年３カ月となったプロジェクト期間を有効に活用するべ

く、中間評価を実施することとした。

なお、中間評価に先立ち、長期専門家により、訓練受講者とSTC用のモニタリング、評価シー

トの作成・回収を行い、JICA案件が障害を持つ除隊兵士の経済的・社会的自立にどれだけ貢献

したか図るためのデータを収集することとした。

１－２　調査団派遣の目的

（1）プロジェクト活動実績および計画達成状況を確認する。

（2）プロジェクトを評価５項目の観点（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）

から評価する。

（3）残されたプロジェクト期間（2008年12月まで）の活動の進め方に関する提言をとりまと

める。

（4）PDMおよびPOに必要な修整を加え、これらを添付したミニッツに署名を行う。
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（5）JICAが紛争後の地域において障害者を含む除隊兵士の社会復帰支援を行う上での教訓お

よび提言をとりまとめる。

１－３　調査結果要旨

（1）プロジェクト活動は順調に実施されており、プロジェクト終了時までに所期の成果は達成

される見込みである。

（2）妥当性、有効性、効率性は高く、正のインパクトが発現している。技能訓練センターにお

いて障害を持つ除隊兵士を受け入れるノウハウの蓄積や受入能力の向上が確認され、技能訓

練センターのレベルにおける自立発展性は高い。プロジェクト終了後、障害を持つ除隊兵士

の技能訓練を所管する体制が中央レベルにおいて明確になることが、長期的な自立発展性を

高めるうえで重要である。

（3）障害者を含む除隊兵士に対する技能訓練に関し、今後、他の案件の形成や実施において参

考となる教訓や提言を導き出すことができた。

（4）今後の協力の方向性として、本プロジェクトの経験に基づき、障害者（除隊兵士を含む）

の社会参加を側面支援することが望ましい。

１－４　調査団構成と調査期間

（1）調査団構成

担当 氏名 所属

総括 辰見石夫 JICAルワンダ駐在員
除隊兵士支援 小向絵理 JICA国際協力専門員（平和構築）
協力企画 合澤栄美 JICA人間開発部第二グループ社会保障チーム
評価分析 芹澤明美 グローバル・リンク・マネジメント

（2）調査期間

2007年10月20日から11月8日
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第２章　評価調査の方法

２－１　評価調査の手法

本中間評価調査は、日本側およびルワンダ側の合同評価として、「JICA事業評価ガイドライ

ン」（2004年）に基づき、①PDMに沿って実績と成果を確認、②プロジェクトのデザインと実施

プロセスの分析を通じて、貢献要因・阻害要因を確認、③評価5項目からの分析、④PDMの修

正、⑤総合評価および提言･教訓の導出、の段階を踏んで実施した。調査結果は「合同中間評価

報告書」（Joint Mid-Term Evaluation Report）として取りまとめ、ミニッツの一部として日本・ル

ワンダ側関係者間で合意・署名された。

本評価調査で使用した評価5項目の定義は次のとおりである。

（1）妥当性： 「プロジェクト目標」や「上位目標」が、相手国および受益者のニーズに

合致しているか、相手国の政策および日本の援助政策との整合性はあるか、

プロジェクトの戦略・アプローチが課題の解決策として妥当か等を確認す

る。

（2）有効性： プロジェクトの実施によって本当に受益者への便益がもたらされているの

かを確認する。プロジェクトの「成果」が「プロジェクト目標」達成に貢

献しているかどうかを確認する。

（3）効率性： プロジェクトのコストと効果の関係に着目し、「投入」および「活動」が、

「成果」の達成に有効に活用されているかを確認する。

（4）インパクト： プロジェクト実施によってもたらされる、より長期的・間接的効果や波及

効果を確認する。予測していなかった正・負の効果・影響を含む。

（5）自立発展性： 協力終了後も、プロジェクトによって発現した効果が持続していく見込み

があるかどうかを確認する。

２－２　主な調査項目と情報収集方法

評価調査の最初に、討議議事録（Record of Discussions: R/D）、PDM（2007年3月7日付）、専

門家報告書、その他関連文書から本プロジェクトにかかる基本的な情報を入手した上で、具体的

な調査項目を列挙した「評価グリッド」（M/M Annex 2参照）を作成した。

評価グリッドに従って、文献調査、プロジェクト専門家・カウンターパート・技能訓練講師お

よび訓練生・卒業生に対する質問票調査とインタビュー、技能訓練センターの視察を実施し、情

報の収集・分析を行った。
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第３章　プロジェクトの実績

３－１　投入実績

３－１－１　ルワンダ側投入実績

（1）カウンターパート

ルワンダ動員解除・社会復帰委員会（Rwanda Demobilization and Reintegration

Commission: RDRC）および、技能訓練センター（Skills Training Centres: STCs) 9校

（2007年10月現在）が本プロジェクトの協力先機関である1。RDRC職員6名とSTC9校の

各校長がカウンターパートとなっている。詳細はミニッツAnnex3に示す。

（2）プロジェクト事務所等の提供

地方自治・コミュニティ開発・社会福祉省（Ministry of Local Government, Community

Development and Social Affairs: MINALOC）の建物内の1室がプロジェクト事務所として

提供されている。電気代等もルワンダ側の負担である。

（3）プロジェクト運営費

2007年9月末までにルワンダ側が支出したプロジェクト運営費は580,540ルワンダフラ

ン（Frw）である。内訳は、ラジオでの訓練生募集広告費用（Frw180,540）および、協力

STCの1つGako Organic Farming Training Centreのバリアフリー工事費用の一部

（Frw400,000）である。

３－１－２　日本側投入実績

（1）専門家

長期専門家1名（業務調整）が2006年3月25日からRDRCに配属されている。

（2）プロジェクト運営費

日本側が支出したプロジェクト運営費用は、2007年9月末までの累計で約220百万ルワ

ンダフランである。詳細は次の表のとおり。

1 Gatagaraもかつて協力校であったので、協力実績があるのは計10校。
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日本側プロジェクト運営費

３－２　活動実績

本プロジェクトの活動は、PDMに照らして順調に行われている。

成果１：技能訓練センターにおける障害者受け入れ能力が強化される。

成果１にかかる活動は、以下に示すとおり順調に進捗している。

成果１にかかる活動の達成状況

－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－－5－

年度

2005（4Q）

2006

2007（1Q+2Q）

合計

（日本側プロジェ

クト運営費全体に

占める割合）

合計（Frw）

30,551,765 

134,439,744 

54,836,244 

219,827,753 

バリアフリー
化工事

0

13,003,322 

0 

13,003,322 

（5.9%）

技能訓練

15,062,828 

72,899,835 

45,904,932 

133,867,595 

（60.9%）

スターター
キット

8,464,600 

9,526,860 

3,413,600 

21,405,060 

（9.7%）

ToTs（第三国
専門家含む）

0

6,130,847 

111,000 

6,241,847 

（2.8%）

1-1

1-1-1

1-1-2

1-1-3 

1-2

1-2-1

活動

施設のバリアフリー化工事の実施

バリアフリー化のための適切なデザイ

ン企画および改修工事の設計を行う。

業者による改修工事を監督する。

バリアフリー化改修にかかる評価の

実施。

技能訓練センターの講師に対する

研修（ToT）

カリキュラム開発および障害者の技能

訓練に対する意識向上を目的とした

ToTを企画する。

達成状況

STC4校にかかるバリアフリー化デザイン企画・改修工

事設計が行われた。

・Amizero Training Centre（ATC）（2006年1～5月）

・Centre de Formation des Jeunes（CFJ）Gakoni

（2006年1～5月）

・Gako Organic Farming Training Centre, CFJ Kibali

（2007年6～9月）

・CFJ Gakoni（工事やり直し）（2007年6～9月）

CFJ Gakoni とATC の改修工事を監督した。

（2006年6～8月）

CFJ Gakoni とATC の改修工事の結果を評価した。

（2006年9～10月）

左記2つのテーマに対して、3回のToTを企画した。

カリキュラム開発:

・8つの科目（溶接、大工、レンガ積み、電気、コンピ

ュータ、水道工、縫製、タイル貼り）のカリキュラム

開発（2006年5～7月に企画作業実施）（ToT a）

・Union Rwandaise des Aveugles（URA）の農業講師

1名に対する有機農法ToT（2007年5月に企画作業実

施）（ToT c）
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成果2：障害を持つ除隊兵士が技能を習得する。

障害を持つ除隊兵士を対象にした技能訓練は、現在までに STC10校で実施の実績がある

（2007年10月現在の協力校は9校）。

成果2に係る活動の達成状況

1-2-2

1-2-3

1-2-4

周辺国からToT講師を選定する。

ToTを実施する。

ToTの評価を実施する。

成果1にかかるその他の活動

意識向上:

・障害者の技能訓練に関する意識向上（2006年12月～

2007年2月に企画作業実施）（ToT b）

障害者の技能訓練に関する意識向上ToTの講師1名を南

アフリカで選定した。（2007年1～2月に選定作業実施）

（ToT b）

（その他、ルワンダ国内からの講師選定）

・カリキュラム開発のToT講師はMINEDUC職員1名

とコンサルタント1名が務めた。（ToT a）

・有機農法ToTの講師は、Gako Organic Farming

Training Centreの講師1名が務めた。（ToT c）

ToTを3回実施、計174名が参加した。

1）カリキュラム開発　39名（2006年7～9月に実施）

（ToT a）

2）障害者の技能訓練に対する意識向上

a）Consultative workshop: 93名,

b）ToT: 41名（2007年3月に実施）（ToT b）

3）URA農業講師に対し、有機農法にかかるToT（2007

年5月に実施）（ToT c）

ToTの最後に、参加者に対するアンケートを実施した。

卒業生のフォローアップ調査（次項参照）の結果を、

STCの技能訓練コースの改善に利用した。

例：CFJ Gakoni の靴製作コース卒業生の就業状況が芳

しくなかったため、訓練の質向上のため新たな講師

を採用した。

2-1

2-2

2-3

活動

訓練生選考基準を作成する。

障害を持つ除隊兵士を受け入れる技能

訓練センターを選定する。

技能訓練に関する情報を障害を持つ除

隊兵士に提供する。

受講者を選定する。

達成状況

訓練生選考基準は2006年6～12月に作成された。既存

の選考基準も参考にした。

STC10校が選定された。内6校は本プロジェクト開始前

（プロジェクト形成段階）に選定されており、残る4校

は本プロジェクトの活動の中で選定された。

技能訓練の募集案内が、選定（スクリーニング）の

2～3週間前にラジオで放送された。

各校の受講者選定は以下のとおり実施された。

ATC:

-  1st batch 2006年4月10日

-  2nd 2006年10月23日

-  3rd 2007年7月2日
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2-4

2-5

技能訓練センターにおいて技能訓練を

実施する。

成果2にかかるその他の活動

AGHR:

-  1st batch 2006年1月11日

-  2nd 2007年4月18日

URA:

-  1st batch 2006年2月13日

-  2nd 2006年10月9日

-  3rd 2007年7月24日

CFJ Gakoni:

-  1st 2006年11月1日

-  2nd 2007年2月15日

Gatagara:

-  1st 2006年1月18日

RNC: 

-  1st batch 2007年2月5日

-  2nd 2007年5月16日

-  3rd 2007年7月18日

-  4th 2007年9月25日

CFJ Kibali: 1st batch 2007年7月5日

CFJ Nyanza: 1st batch 2007年7月5日

CFJ Rwabuye: 1st batch 2007年7月19日

Gako: 1st batch 2007年7月24日

STC10校において、技能訓練が以下のとおり実施された。

（実施中のところもあり）

ATC:

-  1st batch 2006年4月10日から6カ月もしくは1年

-  2nd 2006年10月23日から6カ月

-  3rd 2007年7月2日から6カ月

AGHR:

-  1st 2006年1月11日から1年

-  2nd 2007年4月18日から10カ月

URA:

-  1st 2006年2月13日から6カ月

-  2nd 2006年10月9日から6カ月

-  3rd 2006年7月24日から6カ月

CFJ Gakoni:

-  1st 2006年11月1日から1年

-  2nd 2007年2月15日から1年

Gatagara: 1st 2006年1月18日から1年

RNC:

-  1st 2007年2月5日から3カ月

-  2nd 2007年5月16日から3カ月

-  3rd 2007年7月18日から3カ月

-  4th 2007年9月25日から3カ月

CFJ Kibali: 1st 2007年7月5日から6カ月

CFJ Nyanza: 1st 2007年7月5日から6カ月

CFJ Rwabuye: 1st 2007年7月19日から6カ月

Gako: 1st 2007年7月24日から1カ月

・ プロジェクトと各STCがスターターキットを選定、

卒業生に与えている。
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成果3：技能訓練センターおよび障害を持つ除隊兵士に関する情報を提供する。

成果3に関する活動も計画どおり実施されている。訓練生に関する情報はRDRCと各STCか

ら提供され、RDRCとの協力し、JICA専門家がデータベースにまとめている。

成果3に係る活動の達成状況

３－３　成果達成状況

PDMの指標に照らし合わせてみると、「成果」はプロジェクト終了までに達成される見込み

が高い。協力を実施しているSTCの、障害を持つ除隊兵士を受け入れる能力は強化された。訓

練終了率、就業率（習得した技能を使った経験がある者の割合）が高いことがこれを示してい

る。「成果3」のデータベースに関しては、現在のところRDRCの解体もしくは機能縮小後に障

害を持つ除隊兵士の技能訓練を一義的に担当する機関が特定されていないものの、プロジェク

ト終了後にはその機関がデータベースを活用していくことが望まれる。

－8－－8－－8－－8－－8－－8－－8－－8－－8－－8－－8－

・ 卒業生のフォローアップ調査を実施した（2007年7月）。

・ 協同組合（cooperatives）の設立にかかるセミナーを、

産業省（Ministry of Commerce : MINICOM）の協

力のもとSTC6校で7回実施した。

・ 国連コンゴミッション機構（United Nations Mission

in Democratic Republic of Congo : MONUC）が、本

プロジェクトを紹介するラジオ番組（元民兵：Ex-

AG訓練生のインタビュー含む）をコンゴ民主共和国

のRadio Okapiで放送した（2007年8月）。

3-1

3-2

3-3

3-4

活動

訓練生（障害を持つ除隊兵士）のモニ

タリングと評価を実施する。

障害を持つ除隊兵士の社会的、経済的、

身体的な状況に関するベースライン調

査を実施する。

技能訓練センターおよび障害を持つ除隊

兵士に関するデータベースを作成する。

データベースを定期的にアップデート

する方法を開発する。

達成状況

・STCからプロジェクトに対し、Progress report（訓

練コース中間時点）と Final Activity report（訓練コ

ース終了時）が提出されている。

・卒業生のフォローアップ調査を実施した（2007年7月）。

訓練コース入学時に、各訓練生の情報が収集されている。

RDRC、STCとの協力のもと、JICA専門家が左記2つの

データベースを作成中である。

RDRC、STCとの協力のもと、JICA専門家が左記2つの

データベースをアップデートしている。
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成果１：技能訓練センターにおける障害者受け入れ能力が強化される。

成果１は、指標に照らし合わせるとほぼ達成されている。協力校10校のうち、6校がすでに

バリアフリー化済みであり、障害者受け入れ能力強化のためのToT参加者数もすでに目標を越

えている。

成果１の達成状況

成果2：障害を持つ除隊兵士が技能を修得する。

成果2は、指標に照らし合わせると、プロジェクト終了までに達成される見込みが高い。

2007年9月末までに、約600名の障害を持つ除隊兵士が技能訓練を受講した（在校生、卒業生、

中途退学含む）。過去の訓練生の修了率は93％となっており、現在・将来の訓練生も同程度の

修了率であるとすれば、卒業生の目標数も達成される見込みが高い。

指標2－3は、卒業生が安定した収入を得られる職に就いたことを必ずしも示すものではな

いが、職に就く機会へのアクセスをある程度拡大したとは言える。入学時のベースライン調査

結果と2007年7月の卒業生フォローアップ調査の結果を比較すると、月収Frw10,000以下の者

（低収入）の割合が62.1%から50.5%に減少した。

成果2の達成状況

－9－－9－－9－－9－

1-1

1-2

1-3

指標

7つの技能訓練センターがバリアフリー

化される。

60人がToTを受講する。

ToTが３回実施される。

達成状況

プロジェクトは、ATCとCFJ Gakoniのバリアフリー化

工事を実施した（2006年）。これによって、協力校10校

のうち、6校がバリアフリー化済みとなった。

（AGAR, URA, RNC, Gatagaraの4校はプロジェクト開

始前からバリアフリー化されていた）

ToTを3回実施、計174名が参加した。

1）カリキュラム開発　39名（2006年7～9月に実施）

（ToT a）

2）障害者の技能訓練に対する意識向上a）Consultative

workshop: 93名, b）ToT: 41名（2007年3月に実施）

（ToT b）

3）URA農業講師に対し、有機農法にかかるToT（2007

年5月に実施）（ToT c）

（上記1-2参照）

2-1

指標

800人の障害を持つ除隊兵士が技能訓練

を受講する。

達成状況

2007年9月末現在で、技能訓練を受講した障害を持つ除

隊兵士の累計数は598人である。現在の訓練生、卒業生、

中途退学29名、最終試験不合格9名、訓練期間中の死亡

2名を含む。

（詳細はミニッツのAnnex 4を参照のこと）
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成果３：技能訓練センターおよび障害を持つ除隊兵士に関する情報を蓄積するシステムが構築

される。

成果3も、指標に照らし合わせて、プロジェクト終了までに達成される見込みが高い。現在

のところ、RDRCの解体もしくは機能縮小後に障害を持つ除隊兵士の技能訓練を一義的に担当

する機関が特定されていないものの、プロジェクト終了後にはその機関がデータベースを活用

していくことが望まれる。

成果３の達成状況

３－４　プロジェクト目標達成の見込み

プロジェクト目標：技能訓練を通じ、障害を持つ除隊兵士がコミュニティに復帰するための経

験・知識が蓄積され、関係機関と共有される。

プロジェクト目標は、プロジェクト終了までに達成される見込みが高い。障害を持つ除隊兵

士を対象にした技能訓練の方法およびバリアフリー化工事の方法は、STCや関係機関の協力を

得てプロジェクトによって開発されており、その開発プロセスはSTCや関係機関と共有されて

きた。プロジェクト終了までにその経験をマニュアルとして取りまとめ、障害を持つ除隊兵士

の技能訓練に関係する機関と共有する予定である。協力STCは、障害を持つ除隊兵士の社会復

－10－－10－－10－－10－－10－－10－－10－

2-2

2-3

2-4

800人の障害を持つ除隊兵士が技能訓練

センターを卒業する。

訓練を受けた障害を持つ除隊兵士の

60％が自立のために所得を創出する。

訓練後にコーポラティブやアソシエー

ションに参加した障害を持つ除隊兵士

の数

2007年9月末現在の卒業生は256名である。

修了率は92.8%

「入学者数─（中途退学 + 最終試験不合格 + 死亡）」/

入学者数

（詳細はミニッツのAnnex 4を参照のこと）

2007年7月に実施した卒業生フォローアップ調査の結果

（対象者192名）、回答者138名（URAの卒業生10名を除

く：就業のためというよりは生活技能訓練なので）のう

ち94名（=68%）がSTCで習得した技能を活用した経験

があると回答した。

入学時のベースライン調査結果と2007年7月の卒業生フ

ォローアップ調査の結果を比較すると、月収Frw10,000

以下の者の割合が62.1%から50.5%に減少した。

卒業生138名のうち（上記 2-3の説明参照）、35名が コー

ポラティブかアソシエーションに参加したと回答した。

3-1

3-2

指標

技能訓練センターに関するデータベー

スが作成される。

障害を持つ除隊兵士に関するデータベ

ースが作成される。

達成状況

RDRC、STCとの協力のもと、JICA専門家が当該デー

タベースを作成中である。

RDRC、STCとの協力のもと、JICA専門家が当該デー

タベースを作成中である。
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帰のため、彼らに対して技能訓練を提供する能力を強化してきた。STCは、プロジェクト終了

後も意欲と予算があれば、本プロジェクトの経験を活かして障害を持つ除隊兵士対象の技能訓

練を実施していける能力を得たと思われる。

３－５　上位目標の達成見込み

上位目標：関係機関の協力により障害を持つ除隊兵士の経済的・社会的自立が促進される。

上位目標が達成されるかどうかは、2008年12月にプロジェクトが終了した後、障害を持つ

除隊兵士の経済的・社会的自立を支援する仕組みが中央政府レベルで構築されるか、それが機

能するかによる。ルワンダ動員解除・社会復帰プログラム（Rwanda Demobilisation and

Reintegration Programme: RDRP）Stage IIによる支援が2008年に終了した後のRDRCの規模や

具体的な業務内容はいまだ確定しておらず、障害を持つ除隊兵士の技能訓練が業務内容に含ま

れるかどうかも未定である。2007年に発布された「障害を持つ除隊兵士法」によると、

MINALOCのもとに障害を持つ除隊兵士を支援する機関が設立される予定であるが、その業務

内容の詳細は、障害を持つ除隊兵士の技能訓練が含まれるかどうかも含め、未定である。上位

目標の指標データを入手するための仕組みは、今後ルワンダ側関係機関によって構築されるこ
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指標

1. 以下の項目に関する手順が作成される:

（1）研修を受講した障害を持つ除隊兵士のモニタ

ー、フォローアップ方法

（2）障害の程度と収入獲得の機会を考慮した適当

な技能訓練の選び方

（3）技能訓練センターに関するデータベースの作

成方法

（4）訓練センター講師に対する訓練（Training of

Trainers: ToT）の実施方法

（5）施設のバリアフリー化の方法)

（6）上記事項をマニュアルとしてとりまとめる。

2. 施設がバリアフリー改修により改善される。

達成状況

左記項目に関する経験はプロジェクトによってとりまと

められている。プロジェクト終了までにはマニュアルが

作成される予定である。

（1）フォローアップ調査が2007年7月に実施された。そ

れに使うフォローアップシートは、RDRCおよび

JICA関係者の協力のもと、プロジェクトが作成し、

調査結果はJICA専門家が分析している。

（2）訓練生の選定において、RDRCとSTCの協力のも

と、障害の状態・程度に合った訓練コースへのマッ

チングが行われている。

（3）データベースは、RDRCの協力のもと、JICA専門

家が作成している。

（4）ToTは、RDRCとJICA専門家が協力して実施して

いる。

（5）STC2校のバリアフリー化工事に際しては、教育省

（Ministry of Education: MINEDUC）, STC講師、

地方政府、JICA専門家が専門的な見地からアドバ

イスを行った。

（6）プロジェクト終了までには、上記項目を取りまとめ

たマニュアルが作成される予定である。

STC2校のバリアフリー化工事に際しては、MINEDUC,

STC講師、地方政府、JICA専門家が専門的な見地から

アドバイスを行った。
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とが必要である。

上位目標の指標データを入手するための仕組みはいまだ確立していないものの、本プロジェ

クトの現在までの実績では、技能訓練によって障害を持つ除隊兵士の就業状況および社会参加

状況がある程度改善されたといえる。以下に示す訓練開始時の各訓練生データ（ベースライン

調査）および2007年7月に実施した卒業生のフォローアップ調査の結果の比較、また中間評価

で実施したインタビュー・観察の結果がそのことを裏づけているといえる。
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指標

1. 障害を持つ除隊兵士の雇用率が向上する。

2. 障害を持つ除隊兵士と家族、近隣住民、友人、

コミュニティの中のグループとの間の関係が改

善される。

達成状況

（障害を持つ除隊兵士の雇用率をモニターするシステム

は、関係機関が今後構築することになる）

［本プロジェクトの実績］

ベースライン調査：

入学時のデータがある242名のうち、131名（=55%）が

何らかの職を有していた（農業や自営含む）。

フォローアップ調査：

2007年7月に実施した卒業生フォローアップ調査の結果

（対象者192名）、回答者138名（URAの卒業生10名を除

く：就業のためというよりは生活技能訓練なので）のう

ち94 名（=68%） がSTCで習得した技能を活用した経

験があると回答した。

（障害を持つ除隊兵士の社会参加状況をモニターするシ

ステムは、関係機関が今後構築することになる）

［本プロジェクトの実績］

ベースライン調査：

近隣住民と良好な関係にある：67%

コミュニティの他の住民と比べて、自分は悪く扱われて

いると感じる：88%

フォローアップ調査：

訓練受講後、近隣住民との関係が改善したと感じる：95%

訓練受講後、前より気分が明るくなったと感じる：82%

中間評価における観察事項：

障害を持つ除隊兵士は、訓練中一般市民や他の出自の除

隊兵士と友人関係を構築している。一緒に協同組合

（Cooperatives）を作った者も少なからずいる。



第４章　評価5項目による評価結果

４－１　妥当性

障害を持つ除隊兵士のニーズ、および平和構築の一環として彼らの社会復帰を重要課題とする

ルワンダ国・社会のニーズに照らし合わせて、本プロジェクトの妥当性は高い。

本プロジェクトはルワンダ政府の開発政策、および除隊兵士の社会復帰政策と合致している。

ルワンダ政府は、国内の統一・融和・平和構築を目指し、世銀およびその他のドナー（日本は入

っていない）が資金援助している「ルワンダ動員解除・社会復帰プログラム」（Rwanda

Demobilisation and Reintegration Programme：RDRP）Stage IIはこのプロセスに貢献している。

動員解除目標47,000人に対し、その84％にあたる39,723人が2007年10月までに除隊された

（RDRC資料）。RDRP Stage IIはその活動の1つとして、除隊兵士の社会復帰を促す目的で収入向

上事業への支援や技能訓練の実施をしているが、STCに障害者を受け入れる条件が整っていない

ために、障害を持つ除隊兵士が訓練に参加できていなかった。本プロジェクトは彼らに技能訓練

の機会を提供したということで有意義であり、アプローチの観点からも妥当であるといえる。

2007年3月時点のデータでは障害を持つ除隊兵士が5,109人登録されており（民兵の帰還が進め

ば障害を持つ除隊兵士数も増えることが見込まれる）、本プロジェクトはそのうち800名に対し

て技能訓練を行うことにしている。障害を持つ除隊兵士は、社会復帰にあたって選択肢が少ない

ので、技能訓練によって経済的な自立のための選択肢を増やすことは有意義である。それだけで

はなく、彼らが訓練を通じて一般市民や他出自の除隊兵士と交流を深めることで、紛争後の平和

構築にも資するものである。

障害者のニーズの観点からは、除隊兵士か一般市民であるかにかかわらず社会参加が困難なこ

とから、彼らを支援して社会参加を促進する本プロジェクトは有意義である。ルワンダ政府も障

害者支援の必要性を認識しており、2007年になって「障害者法」と「障害を持つ除隊兵士法」の

2つの法律が新たに制定された。「障害を持つ除隊兵士法」は、技能訓練については明記していな

いものの、第7条で「障害者は、障害の状態に応じた教育の機会を与えられる」こと、および第

14条で「障害者が他の候補者と同様の条件を持っていた場合、障害者が優先的に採用される」こ

とをうたっている。第5条において、障害を持つ除隊兵士を管轄する新しい機関が設立される旨

が述べられており、その詳細についての法令が近々発布されることになっている。

本プロジェクトはまた、STCのバリアフリー工事や、障害者の技能訓練についてのToTを実施

することでSTCの障害者受け入れ能力強化を目指しており、障害者一般のニーズに応える観点か

らも適切といえる。

本プロジェクト受益者の設定にあたって、障害を持つ除隊兵士でも慢性疾患のある者は、就業

を継続できない可能性が高く、訓練への投資に見合わないことから、対象外としている。しかし
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ながら、障害を持つ除隊兵士の中で慢性疾患を持つ者の割合が2.2%と小さいこともあり、訓練の

後技能を活用できる見込みがあると判断される場合には、慢性疾患を持つ者も対象にすることを

中間評価調査団から提言した。

障害を持つ除隊兵士の社会復帰のニーズに応える意味では、本プロジェクトの形成・実施のタ

イミングは適切であった。

日本の援助政策で重点化されている「人間の安全保障」の概念、および紛争後の平和構築支援

に本プロジェクトは該当しており、日本の援助政策との整合性も確保している。JICAの対ルワ

ンダ協力事業の中で、本件は平和構築に直接貢献する事業として位置づけられている。

４－２　有効性

プロジェクト目標「技能訓練を通じ、障害を持つ除隊兵士がコミュニティに復帰するための経

験・知識が蓄積され、関係機関と共有される」の達成に向けて順調に進捗していることから、本

プロジェクトの有効性は高い。

除隊兵士のための技能訓練を行う能力を強化するという観点では、協力STCはカリキュラム開

発や施設のバリアフリー化工事の経験を積んだだけでなく、障害を持つ除隊兵士が他の訓練生と

同様に訓練に参加できるような環境（講師の考え方・態度等も含む）を整えた。

中央政府のレベルでは、RDRCと JICAは協同して、障害を持つ除隊兵士の技能訓練事業プロセ

ス全体（協力STC選定、訓練生募集、訓練生の選定から卒業生のフォローアップ調査に至るま

で）のノウハウを蓄積してきた。このプロセスにはMINEDUC、MINALOC、MINICOM、地方

政府も関与してきた。今後は、障害を持つ除隊兵士の技能訓練にかかる本プロジェクトの経験を

共有し、利用し、技能訓練を絶えず改良していく仕組みを中央レベルに作ることが、ルワンダ政

府に求められる。

４－３　効率性

本プロジェクトは、STC、訓練講師、カリキュラム等、既存のものを利用し、予定された「成

果」を達成しつつあることで効率性が高い。既存の「活動」を補足するためにPDMに含まれてい

なかった「活動」もいくつか実施して、「成果」の達成に貢献している（「活動」の項参照のこ

と）。

障害を持つ除隊兵士の技能訓練の実績は、目標に対して量的・質的に満足できるものといえる。

プロジェクトでは800名の障害を持つ除隊兵士が訓練を受けることを目標にしており、現在まで

にその75％にあたる約600名が受講済みである2。訓練生の修了率が93%と高いこと、習得した技

－14－

2 RDRCに登録された障害を持つ除隊兵士約5,100人に対しては、本プロジェクトの訓練生の割合は12％となる。
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能を使って収入を得た経験のある修了生の割合が68%であること（2007年7月フォローアップ調

査）は、投入が効率的に使用されたことを示している。

４－４　インパクト

本プロジェクトにより、いくつかの正のインパクトが発現している。

上位目標「関係機関の協力により障害を持つ除隊兵士の経済的・社会的自立が促進される」に

関しては、プロジェクトは既に一部それを達成しつつある。技能訓練を受けることで、障害を持

つ除隊兵士の経済的・社会的参加が促進されている。

また、STC等プロジェクト関係者が、障害を持つ除隊兵士、および障害者一般に対する理解を

深めたことが特筆される。障害を持つ除隊兵士の訓練生が、訓練期間中あるいは職場でしっかり

と活動に参加することで、他の訓練生や講師、職場の上司や同僚、コミュニティの人々が彼らへ

の偏見をなくしてきている。除隊兵士に関していえば、出自の違う3グループ（Ex-RPF/RDF,

Ex-FAR, Ex-AG）の融和にも本プロジェクトはある程度貢献している。訓練中に除隊兵士は、出

自の違う除隊兵士の同級生や一般生徒とも交流を深めており、訓練修了後に協同組合を一緒に立

ち上げる例も見られる。プロジェクトが作成したデータベースによると、訓練生の中で3グルー

プの割合は、障害を持つ除隊兵士全体における各グループの割合とほぼ一致しており、適切とい

える。今後はEx-AG（民兵）のさらなる帰還が予測されるので、元民兵が多く住む地域のSTCと

協力関係を築くなど、元民兵の訓練生を増やす計画である。

コンゴ民主共和国のラジオ・オカピで本プロジェクトの紹介がされたところ（元民兵訓練生の

インタビュー含む）、それを聞いて帰還した元民兵がいるとの話もある。

負のインパクトとしては、本プロジェクトでは慢性疾患を持つ除隊兵士を対象外としているこ

とから、彼らの間に不満の声が上がっていることがあげられる。この点に配慮し、本評価調査団

より、今後は、訓練の参加に支障がなく、訓練終了後に技能を活用できる可能性が高いとスクリ

ーニングで判断された場合については、障害を持つ除隊兵士の中で慢性疾患を持つ者も本プロジ

ェクトの支援の対象とすることを提言した。

４－５　自立発展性

協力を行っているSTCにおいて技術面の自立発展性は高いが、財政面においては、自立発展性

を高める取り組みが必要である。また、中央レベルにおいては、ルワンダ政府が障害を持つ除隊

兵士の技能訓練支援のためにどのような仕組みを構築するかいかんによって自立発展性の見込み

が異なってくる。

STCでは、本プロジェクトを通じて、障害を持つ除隊兵士を受け入れる体制および施設のハー

ド面が整備された。各校に意欲があり資金が確保されれば、プロジェクト終了後も障害を持つ除
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隊兵士の訓練を継続していける条件は整っている。各STCはその運営を本プロジェクトに依存し

てはいないが、障害を持つ除隊兵士に対する技能訓練の実施経費を本プロジェクトで負担してい

るため、プロジェクト終了後も障害を持つ除隊兵士に対する技能訓練を提供するための資金源を

他に見出す必要がある。

中央レベルにおいては、RDRCの2008年以降の具体的な業務内容が現段階では確定していな

い。除隊兵士の技能訓練をどの機関が監督するのかも未定だが、自立発展性を確保する仕組みづ

くりをその機関が行う必要がある。資金の確保・配分を含め、関係する各機関の協力体制を整備

することが求められる。プロジェクト期間中にできることとしては、RDRCが各関係機関とプロ

ジェクトの成果・ノウハウを共有し、障害を持つ除隊兵士の技能訓練が継続的に実施されていく

よう努力することが必要である。

４－６　貢献・阻害要因

４－６－１　貢献要因

プロジェクトの実施プロセスにおいてプロジェクト関係者（JICA専門家、RDRC職員）がこ

まめにSTCを訪れて意見交換を行い、その結果をプロジェクト活動の改善に活かしてきたこと

が特筆できる。例えば、CFJ Gakoni の靴製作コース修了生の就業状況が良くないことを受け

て、プロジェクトとCFJ Gakoni とで改善策として、靴の修理に関する訓練を実施することに

より、就業機会の拡大を図った。

このように、RDRCと JICAは、障害を持つ除隊兵士の技能訓練に関係するその他機関と協力

してきた。なお、2007年8月にSTCの所管が教育省（Ministry of Education: MINEDUC）から

公共事業・労働省（Ministry of Public Service and Labour: MIFOTRA）に移行したのに伴い、

プロジェクトは今後MIFOTRAと連携をしていく必要がある。

４－６－２　阻害要因

RDRCが時限的な機関であること、障害を持つ除隊兵士の技能訓練に関わる機関が複数のセ

クターにわたっていることから、プロジェクト後の自立発展性を見据えての体制・関係構築が

容易でない。プロジェクトは各機関と協力・連携を行ってきたが、RDRCの解体あるいは規模

縮小後、障害を持つ除隊兵士の技能訓練をどの機関が一義的に担当するのか未定であるし、職

業訓練校の管轄も最近MINEDUCからMIFOTRAに移管された（2007年8月）。このような現

状を勘案し、プロジェクト期間中は、RDRCを一義的なカウンターパートとして活動しつつ、

他機関との連携をさらに強化していくことが求められる。

現段階では、障害を持つ除隊兵士の技能訓練に関係する機関との連携をさらに強化していく
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ことが求められる。具体的には、MINALOC とは障害者および地方レベルでの活動に関して、

MIFOTRAおよびRwanda Workforce Development Authority（RWDA）とは技能訓練について

連携を強化していく必要がある。各機関は、それぞれの政策・事業の中に障害を持つ除隊兵士

の技能訓練を確実に含めることが求められる。

４－７　結論

本プロジェクトは、プロジェクト終了時までに所期の目標を達成する見込みが高い。評価5項

目の観点（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）からも、好ましい結果が出てい

る。2008年12月にプロジェクトが終了した後もルワンダ政府が障害を持つ除隊兵士の技能訓練

を継続していくためには、中央政府レベルで、資金の確保・配分を含めたその実施体制を整備す

ることが求められる。
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第５章　PDM改訂

運営指導調査時には、RDRC、MINEDUC、MINALOC、STCが障害を持つ除隊兵士の技能訓

練に関係していたが、その後、STCの所管がMINEDUCからMINALOCに移ったほか、今回の調

査において、RDRCがRDRP終了後も存続する可能性があるとの発言（Chairman, RDRC）があ

り、本プロジェクト終了後の関係機関や業務分掌が明確でない。そのため、①本プロジェクトで

はRDRCとSTCの強化を行い（プロジェクト目標の変更）、②将来の関係機関を明記しない（上

位目標の変更）という修正を加えた。これらを含む主な修正のポイントは以下のとおり。
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上位目標

プロジェ

クト目標

成果の

指標

カウンタ

ーパート

改訂前

関係機関（RDRC, MINEDUC,

MINALOC, STCs）との協力により障

害を持つ除隊兵士の経済的・社会的自

立が促進される。

技能訓練を通じ、障害を持つ除隊兵士

がコミュニティに復帰するための経

験・知識が蓄積され、関係機関と共有

される。

1-1. 7つの技能訓練センターがバリア

フリー化される。

プロジェクト・ディレクター：

Coordinator （RDRP）

プロジェクト・マネージャー：

Chief Operations Officer（RDRP）

カウンターパート：

Training Coordinator（RDRP）,

Monitoring Staff（RDRP）,

Training Managers（STC）

改訂後、理由

障害を持つ除隊兵士の技能訓練およびSTCを所管する

政府機関およびSTCとの協力により障害を持つ除隊兵

士の経済的・社会的自立が促進される。

［理由］本プロジェクト終了後、障害を持つ除隊兵士の

技能訓練を所管する政府機関が不明であるため、関係機

関の明記を避けた。

障害を持つ除隊兵士の技能訓練を通じたコミュニティへ

の復帰に関する経験・知識がRDRCおよびSTCにおい

て強化・共有される。

［理由］上記と同様の理由により、本プロジェクト期間

中においては、RDRCとSTCの強化を目標とすること

とした。

1-1. 6つの技能訓練センターが本プロジェクトによりバ

リアフリー化される。

［理由］10のパートナーSTCのうち4箇所がプロジェク

ト開始前に独自にバリアフリー化を済ませていたことが

判明したため、残りの6箇所を本プロジェクトによりバ

リアフリー化することとした。

Chairman（RDRC）

Coordinator（RDRP）［Project Director］

Chief Reintegration Officer（RDRP）

［Project Manager］

Training Expert（RDRP）

Monitoring and Evaluation Officer（RDRP）

Medical Coordinator（RDRP）

Directors of STCs

［理由］追加、修正。
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第６章　提言と教訓

６－１　提言

６－１－１　残りのプロジェクト期間における活動への提言

（1）RDRCのさらなる関与の必要性と本プロジェクト終了に向けた撤退戦略（exit strategy）

の検討（中央レベルにおいて障害を持つ除隊兵士の技能訓練を支援するメカニズムの確

認とこれら機関によるプロジェクト成果の活用）

RDRCと JICAは、本プロジェクトの終了に向けた撤退戦略を2008年3月まで（7月から

の新予算年度に間に合うようにするため。その頃までには将来の組織的枠組みが明らかに

なる見込み：RDRC Coordinator）に策定する。RDRCは、プロジェクト終了後も、障害を

持つ除隊兵士に対する技能訓練を中央レベルにおいて所管する機関および業務分掌が明確

になり、プロジェクト成果が活用されるよう確認する。

（2）ルワンダ国内の関係機関との本プロジェクト成果のさらなる共有（特にMIFOTRAと

MINALOCの関与の強化およびこれら省庁を通じた他の関係機関への情報提供）

RDRCと JICAは本プロジェクトの成果について以下の関係機関に発信し、これら関係機

関がそれぞれのパートナー機関と情報を共有できるようにする：

＞MIFOTRAとパートナーSTCを通じ、他のSTCとの情報共有を行う。

＞MIFOTRAに設置されたSub-committee on Promotion of Employment of Persons with

Disabilitiesを通じ、政府機関、NGO、民間セクターとの情報共有を行う。

＞MINALOCを通じ、障害者団体との情報共有を行う。

＞RDRPドナーによる本プロジェクトの認知度を高める。

（3）他の政府機関との連携の強化（MINICOM等）

本プロジェクトでは、当初計画外の活動として、協同組合（cooperative）の設立に関す

るワークショップをMINICOMと協力して7回実施した。協同組合の設立は技能訓練修了

後に卒業生が収入を得るアプローチとして有効と思われるほか、STCで知り合った訓練生

同士（一般市民を含む）がグループを形成しており、障害を持つ除隊兵士の社会復帰を図

るうえでの意義も大きい。このような取り組みをMINICOM等の政府機関と継続して実施

していくことにより、ルワンダ政府内での本プロジェクトの認知度の向上も期待される。
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（4）障害を持つ除隊兵士の中で慢性疾患を持つ者への支援拡大

障害を持つ除隊兵士のうち、慢性疾患を持つ者は2 .2％とされている。従来より、

RDRCは彼らも本プロジェクトの対象としたいとしていた。過去のスクリーニングでは、

これら慢性疾患を持つ障害者から不満の声が聞かれ、不公平感を募るという負のインパク

トが見られた。今後は、訓練への参加に支障がなく、訓練修了後に技能を活用できる可能

性が高いとスクリーニングで判断された者は本プロジェクトによる支援の対象とする。

６－１－２　終了時評価に関する提言

（1）RDRC主体の評価実施

中間評価においては、RDRCの関与は①フィールド調査への部分的な同行、② JICA側調

査団員が作成したミニッツ案へのコメント、③ JCCの主催に限定されていた。終了時評価

においては、Monitoring and Evaluation OfficerやTraining ExpertをはじめとするRDRCカ

ウンターパートの関与を増やし、終了時評価を、ルワンダ側がプロジェクト終了後の体制

を明確にし、各関係機関とのプロジェクト成果共有を図る機会とすることが望ましい。な

お、評価実施時期までに、障害を持つ除隊兵士に対する技能訓練を所管するルワンダ政府

内の組織体制が明らかになっている場合、関係機関からも調査への参加を得ることとす

る。

（2）時期（2008年9～10月頃）

2007年3月に運営指導調査を、10～11月に中間評価を実施した結果、所期の成果がプ

ロジェクト終了時に達成される見込みであること、また、本プロジェクトのフェーズ2が

計画されていないことに鑑み、終了時評価の実施はプロジェクト終了2～3カ月前の2008

年9～10月頃が適当と思われる。

６－１－３　プロジェクト終了後の協力の方向性に関する提言

６－１－３－１　ルワンダ政府および JICAに対する提言

（1）RDRC、MINALOCおよび公共事業・労働省は、障害を持つ除隊兵士の技能訓練の資

金を確保するため、Vulnerable Support Window（社会的弱者の支援基金）や地方政府

の資金、他の援助機関等パートナーからの資金を調達する努力をすることが望ましい。

（2）ルワンダ政府と JICAは、障害を持つ除隊兵士に対する技能訓練実施の経験に基づき、

除隊兵士を含む障害者一般に対する協力の可能性を検討することが望ましい。
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６－１－３－２　考慮すべき事項

（1）障害を持つ除隊兵士5,109名（2007年3月末）のうち、技能訓練に関し本プロジェク

トの支援を受けるのは約800名、RDRCの支援を受けるのは約1,000名。約3,300名の障

害を持つ除隊兵士が技能訓練を受けられない。全員が技能訓練を必要・希望するもので

はないとしても、多くの障害を持つ除隊兵士がまだ受益できずにいる。

（2）ルワンダにおける障害者の当事者組織を改編し（FACHR→National Council for

Persons with Disabilities［仮名、後述の省令ではFederationと標記されている］の設置）、

各障害の種別に代表を選び、Sector, District, Nationalの各レベルの行政に障害者のニー

ズを反映させようとする取り組みが開始された（2007年10月5－7日に選挙実施）。各

レベルの代表者には障害を持つ除隊兵士も複数含まれており、障害の原因によらず、障

害者は平等であるとのこと（National Council代表）。なお、この新体制は省令

（Ministerial Order providing for the regulation of the federation, associations and centres

responsible for welfare of disabled persons［No. 010/07.01 of 12/10/2007, 2007年12月15

日発効］）により規定されている。

（3）上記の各レベルにおけるCouncilの代表者として選ばれた障害者の多くは、このよう

な活動への参加経験がなく、組織運営、戦略策定、活動計画、活動資金獲得等、多くの

面においてキャパシティが不足している。（National Council代表）

（4）予算的制約。技術協力プロジェクト経費の増額は見込めず、現行のプログラムに位置

づけられていない新規案件の実施は困難。技術協力プロジェクト経費以外に可能性があ

るのは協力隊派遣とフォローアップ事業と思われる。（本プロジェクトが確実に成果を

出していること、多くの障害を持つ除隊兵士がいまだ支援を受けていないことを勘案す

ると、予算的に可能であれば、RDRCの機能を引き継ぐ機関のキャパシティ強化を支援

する協力を引き続き実施することも検討すべきと思われるが、予算的な制約に鑑み、よ

り小規模な支援の方策について検討する。）

６－１－３－３　協力概要（案）

（1）協力の目的

本プロジェクトを通じて基盤を構築した障害者への技能訓練に対する継続的支援、およ

び再構築された障害者当事者組織とSTCとの連携の促進により、除隊兵士を含む障害者の

社会的・経済的な社会参加を側面支援する。
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（2）協力の内容

６－２　教訓

６－２－１　紛争後の地域における障害を持つ除隊兵士支援について

（1）障害を持つ除隊兵士の特性

障害者の中でも除隊兵士はとりわけ以下のような特徴を持っていることが聞き取り等か

ら明らかになっている。①一般障害者と比較して活動的である、②障害を負ったことによ

り兵士としての能力が失われたことに対する絶望感が強い、③特にEx-RPAの兵士につい

ては、現政権のために戦って障害を負ったとの認識を持っておあり、政府が自分たちに対

して何か施すべきという意識が強い。また、Ex-AGについては（障害の有無にかかわら

ず）、94年以降十年以上の期間を、国外（ほとんどがコンゴ民東部）で民兵として生活す

るという特殊な環境下で過ごしている上、94年に発足した現在のルワンダの体制について

の知識が低いという特徴がある。
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［協力対象］本プロジェクトのパートナーSTC（バリアフリー化工事済み）：現時点では、CFJ Nyanza

やCFJ Rwabuyeが有力候補と思われる。

協力隊

－特定分野（縫製、手工芸、マーケティ

ング等）における技術的支援（訓練内

容の改善、講師の能力強化、市場ニー

ズの訓練内容への反映、市場開拓等）

－STCの所在するDistrict Council for

PwDとのSTCの協力関係構築を促進。

District Council for PwDと共同の啓発

活動やDistrictの支援によりSTCに通

う人の中に障害者を含める可能性につ

いての検討等を支援する。

フォローアップ協力（短期専門家派遣に

ついては、技術協力案件としての実施も

検討）

［短期専門家派遣］

－除隊兵士を含む障害者がSTCにおいて

訓練を受講するために活用可能な資金

源について調査を行う。（District

Councilの予算、MIFOTRA等中央省

庁の予算等）

－上記資金を活用して除隊兵士を含む障

害者の訓練受講を可能とするメカニズ

ムを検討し、ルワンダ側に提言する。

［機材供与］

－訓練に必要な機材の供与。

草の根無償

訓練機材供与

［協力対象］本プロジェクトで協力を未実施のSTC：障害を持つ除隊兵士のうち、これまで技能訓練を受

けていない者が多い地域のSTCを選ぶ。

協力隊

上記に同じ。

フォローアップ協力

上記に加え、施設改修、バリアフリー化

工事を検討。

草の根無償

上記に加え、施

設改修、バリア

フリー化工事を

検討。



（2）障害を持つ除隊兵士を対象とした技能訓練の意義

障害を持つ除隊兵士に対して技能訓練を提供することは、習得した技能を活用してその

後の彼らの生活向上につなげていく以前に、技能訓練そのものを通じて一般市民（障害の

有無にかかわらず）や他のグループの除隊兵士と知り合い、彼らの意識を兵士から文民に

移行していくことに貢献していると考えられる。JICAによる支援を受けた障害を持つ除

隊兵士からの聞き取りでは、同じ技能訓練コースを受講する除隊兵士は必ずしも兵士時代

の知り合いではないケースが多いこと、また、協同組合を一緒に立ち上げるメンバーも、

技能訓練を受講する前は知り合いではなかった例が多く、加えて一緒にコースを受講した

一般市民も一緒に協同組合を立ち上げる例も見られている。

このように、技能訓練受講後に収入が短期的に増加していない場合にも、技能訓練セン

ターにおける訓練に障害を持つ除隊兵士が参加することが、彼らの社会復帰の促進に貢献

するという意義があると考えられる。

（3）障害を持つ除隊兵士支援のアプローチ

本プロジェクトは、ルワンダの平和の定着を推進する一環として取り組まれている

RDRPに協力し、そのなかで空隙となっている障害を持つ除隊兵士の技能訓練という支援

ニーズに対応するということで実施されている。従って、RDRPの進捗と並行しつつ、短

期的に支援ニーズに対応していくということが優先であるが、一方で、遅れている一般障

害者の技能訓練支援へのエントリーポイントという位置づけとしても意義深いと考えられ

る。

本プロジェクトは、STCのバリアフリー化、障害者への技能訓練にかかるTOT等、一

般障害者の技能訓練へ門戸を開く契機となるような活動も含んでいる。紛争後の社会には、

概して障害者が存在するが、データや支援のための体制・資金が整備されていない状況で

支援に着手するのは容易ではなく、除隊兵士のように一定程度支援環境が整備されている

ところから協力を行い、これを一般障害者支援にも活用していくというアプローチは有効

と考えられる。

障害を持つ除隊兵士は心身はもちろんのこと、社会経済的にも多くの問題を抱えている

ことが多い。また、技能訓練を実施しているSTCも除隊兵士や障害者を受け入れることに

慣れていない。本プロジェクトにおいては、訓練中、訓練後にプロジェクト関係者が頻繁

に足を運び、タイムリーに個別の問題に対応するような実施体制をとっており、これは非

常に有効であった。
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６－２－２　平和構築へのインパクト

（1）異なるグループが同等に裨益することの重要性

RDRPにおいては、元国軍兵士（Ex-RPA/RDF）、元旧政府軍兵士（Ex-FAR）、元民兵

（Ex-AG）を対象としており、部族間（現在は ID上のツチとフツの区別は廃止されている

が）の不平等感を発生・助長しないように配慮されている。JICAの協力においては、当

初キガリと東部のSTCとしか協力関係を構築していなかったため、特にEx-AGの直接裨益

者の割合が低いという点がRDRCからも指摘されていた。今年に入って、北部州のCFJ

Kibaliにおいて協力を開始するとともに、キガリのGako有機農業研修センターにおいて西

部州除隊兵士に対して研修を開始したことから、当該事業における直接裨益者の割合

（Ex-RPA/RDF、Ex-FAR、Ex-AG＝78％、15％、7％）は、障害を持つ除隊兵士全体にお

ける三グループの割合（80％、13％、7％）とほぼ同等となった。

（2）民族和解の進捗

STC関係者から、除隊兵士の出自の違いによる対立が確認されるという発言はまったく

なかった。STCの1つであるGako有機農業研修センター長からは、「除隊兵士は代表を決

めて指揮命令系統をはっきりさせれば、他の受講生以上に組織だって行動し、出自を問わ

ず団結する。対立するグループに所属していた除隊兵士同士が、紛争時のことについて話

をしている光景を見かけることもある」との発言もあった。また、RDRC職員からは、除

隊兵士に対しては敢えてEx-RDF、Ex-FAR、Ex-AGということを明示せずに対応している

との発言があった。

一方、民兵の動員解除は依然として遅々と進まない。コンゴ東部の紛争は継続しており、

これにルワンダ人民兵（FDLR：ルワンダ自由民主軍、Ex-AGとして帰還を期待されてい

る人々）が関与していることは、MDRP（アフリカ地域動員解除・社会復帰プログラム）

に提出された報告書で指摘されている。つまり、いまだコンゴ東部にいる民兵の動員解除

とコンゴ民からの帰還の今後の見通しは、多分に政治的な側面を含んでいると考えられる。

従って、RDRPと大湖地域の政治動向は直接的に影響し合っているといえる。そういう意

味では、ルワンダにおいては、政治レベルで未だ大きな不安定要素を抱えていると考えざ

るを得ない。
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